
被留置者の不服申立てに関する規程

平成１９年５月３０日

宮城県公安委員会規程第６号

被留置者の不服申立てに関する規程を次のように定める。

被留置者の不服申立てに関する規程

（趣旨）

第１条 この規程は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律（平成１７年法律

第５０号。以下「法」という。）に基づき、宮城県公安委員会（以下「公安委員会」と

いう。）に対してなされた再審査の申請及び事実の申告の取扱いに関し、必要な事項を

定めるものとする。

（定義）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

再審査の申請 法第２３０条の規定により公安委員会に対してなされた再審査の申⑴

請をいう。

事実の申告 法第２３２条の規定により公安委員会に対してなされた事実の申告を⑵

いう。

（事務処理）

第３条 公安委員会に対する再審査の申請及び事実の申告の処理に関する事務は、宮城県

警察公安委員会補佐室（以下「補佐室」という。）が行うものとする。

（受理、指示等）

第４条 補佐室の室長は、再審査の申請又は事実の申告を受理したときは、速やかに公安

委員会に報告するとともに、宮城県警察本部長（以下「本部長」という。）に対しその

写しを送付するものとする。

２ 公安委員会は、前項の規定により報告された再審査の申請又は事実の申告について、

事実関係を調査する必要があると認めるときは、本部長に調査を依頼し、その結果の報

告を求めるものとする。

（結果の通知）

第５条 公安委員会は、再審査の申請について裁決したとき、又は事実の申告について事

実の有無を確認したときは、法第２３０条第３項の規定により準用される行政不服審査

法（平成２６年法律第６８号）第５１条の規定及び法第２３２条第３項の規定により準

用される法第１６４条第１項の規定に基づき、その結果を申請人又は申告人に通知する

ものとする。

（委任）

第６条 この規程で定めるもののほか、被留置者の不服申立ての取扱いに関する必要な事

項は、本部長が定める。

附 則

この規程は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律（平成１

８年法律第５８号）の施行の日（平成１９年６月１日）から施行する。

附 則（平成２８年５月１１日公安委員会規程第５号）



この規程は、平成２８年５月１１日から施行する。


